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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルに階調電圧を出力する駆動回路とを有する液晶
表示装置であって、
　前記駆動回路は、外部からデータが入力されるデータ入力端子と、次段の駆動回路にデ
ータを出力するデータ出力端子と、
　外部からデータ反転信号が入力されるデータ反転信号入力端子と、次段の駆動回路に前
記データ反転信号を出力するデータ反転信号出力端子と、
　前記データ入力端子に入力されたデータを前記データ出力端子に伝送する内部データ配
線とを有し、
　前記内部データ配線はデータラッチ回路にデータを送るために分岐し、
　前記データ反転信号は前記データと同様に前記データラッチ回路に入力しており、
　前記内部データ配線上の前記入力されたデータは、前記データラッチ回路によりラッチ
され、
　前記データラッチ回路にラッチされたデータ毎に、前記データ反転信号に基づき、反転
させたり或いは反転させなかったりして、表示データへ変換するデータ反転演算が前記デ
ータラッチ回路からの出力以後にデータ演算回路で行われ、
　前記表示データに従い前記階調電圧を出力するデコーダ回路と、前記階調電圧を前記液
晶表示パネルに出力する出力アンプとを有することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
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　前記液晶表示パネルは、透明絶縁基板を有しており、
　前記駆動回路の前記データ入力端子には、前記透明基板上に設けられた配線を経由して
データが入力され、前記データ出力端子から前記次段の駆動回路へは、前記透明基板上に
設けられた配線を経由してデータが出力されることを特徴とする請求項１に記載の液晶表
示装置。
【請求項３】
　透明絶縁基板上に設けられた配線を経由して駆動回路に入力されるデータとデータ反転
信号との伝送方法であって、
　前記入力されたデータは、前記駆動回路内部の内部データ配線に供給され、
　前記データは、内部データ配線から分岐してデータラッチ回路に入力し、
　前記データ反転信号も前記データと同様に前記データラッチ回路に入力し、
　前記データは、前記データラッチ回路によりラッチされ、
　データラッチ回路にラッチされたデータ毎に、前記データ反転信号に基づき、前記デー
タを変換するデータ反転演算が前記データラッチ回路からの出力以後にデータ演算回路で
行われ、
　前記データ反転演算が行われた表示データがデコード回路に供給され、前記デコード回
路に供給された前記表示データに従い階調電圧を選択し、前記選択された階調電圧を映像
信号線に出力され、
　前記内部データ配線の前記入力されたデータと、前記入力されたデータ反転信号とは、
前記透明絶縁基板上に設けられた配線を経由して次段の駆動回路に出力されることを特徴
とする表示データの伝送方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示装置に係り、特にフリップチップ方式で実装したドライバＩＣに駆動
信号を供給するための配線構成を最適化し、新規な信号電送方式を採用して省電力化を図
った液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＳＴＮ（Super Twisted Nematic）方式、あるいはＴＦＴ（Thin Film Transistor）方式
の液晶表示装置は、ノート型パソコン等の表示装置として広く使用されている。これらの
液晶表示装置は、液晶表示パネルと、液晶表示パネルを駆動する駆動回路を備えている。
【０００３】
そして、このような液晶表示装置において、例えば、ＵＳＰ５７３９８８７号（特開平０
８－１２２８０６号）公報に記載されているように、液晶表示パネルを形成する透明絶縁
基板上に、シリコンチップを搭載した所謂フリップチップ方式（ＦＣＡ）が知られている
。シリコンチップには接続端子（バンプ）が形成され、透明絶縁基板上の電極と電気的に
接続される。また、シリコンチップには駆動回路が形成されており、透明絶縁基板上の電
極から制御信号、電源電圧等が入力し、透明絶縁基板上の電極に液晶表示パネルを駆動す
る信号を出力する。
【０００４】
特開平６－１３７２４号公報には、シリコンチップ相互間の接続に液晶表示パネルの基板
上に形成した配線を用いるもの（順次直列供給方式、バケツリレー方式）が提案されてい
る。（以下、データ転送方式と称する。）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
シリコンチップ相互間の配線により伝送される信号の一つとして表示データがある。表示
データは液晶表示パネルに画像を表示するためのデータで、駆動回路へデジタル信号とし
て伝送される。液晶表示装置の階調が増加すると、表示データのビット数も増加し配線数
も増加する。透明絶縁基板上に形成された配線は配線抵抗と寄生容量を有しており、その



(3) JP 4088422 B2 2008.5.21

10

20

30

40

50

ため表示データが頻繁に変化すると消費電力が増加するという問題が生じる。また、シリ
コンチップ内の配線による消費電力も無視できなくなってきている。特に階調数が増加し
配線数が増加するとそれに伴い消費電力が増加し問題点が顕著となる。
【０００６】
本発明は、前記従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、液晶表示装置に
おいて、駆動回路間の配線により消費される電力が減少する技術を提供する。
【０００７】
本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によっ
て明らかにする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記の通
りである。
【０００９】
　即ち本発明は、液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルに階調電圧を出力する駆動回路
とを有する液晶表示装置において、前記駆動回路は、外部からデータが入力されるデータ
入力端子と、次段の駆動回路にデータを出力するデータ出力端子と、外部からデータ反転
信号が入力されるデータ反転信号入力端子と、次段の駆動回路に前記データ反転信号を出
力するデータ反転信号出力端子と、内部データ配線と、前記データ入力端子に入力された
データを、前記データ反転信号に基づき、反転させたり或いは反転させなかったりして、
前記内部データ配線に表示データとして出力する第１のデータ演算回路と、前記内部デー
タ配線の前記表示データに従い前記階調電圧を出力するデコーダ回路と、前記階調電圧を
前記液晶表示パネルに出力する出力アンプと、前記内部データ配線の前記表示データを、
前記データ反転信号に基づき、反転或いは反転させなかったりして前記データ出力端子に
データを出力する第２のデータ演算回路とを有する構成とすることにより液晶表示装置の
低消費電力を実現する。
【００１０】
　また本発明は、液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルに階調電圧を出力する駆動回路
とを有する液晶表示装置において、前記駆動回路は、外部からデータが入力されるデータ
入力端子と、次段の駆動回路にデータを出力するデータ出力端子と、外部からデータ反転
信号が入力されるデータ反転信号入力端子と、次段の駆動回路に前記データ反転信号を出
力するデータ反転信号出力端子と、前記データ入力端子に入力されたデータを前記データ
出力端子に伝送する内部データ配線と、前記内部データ配線上の前記入力されたデータを
、前記データ反転信号に基づき、反転させたり或いは反転させなかったりして、表示デー
タへ変換するデータ演算回路と、前記表示データに従い前記階調電圧を出力するデコーダ
回路と、前記階調電圧を前記液晶表示パネルに出力する出力アンプとを有する構成とする
ことにより液晶表示装置の低消費電力を実現する。
【００１１】
　更に本発明は、透明絶縁基板上に設けられた配線を経由して駆動回路に入力されるデー
タとデータ反転信号との伝送方法において、前記入力されたデータは、前記入力されたデ
ータ反転信号に基づき、反転させたり或いは反転させなかったりして、前記駆動回路内部
の内部データ配線に表示データとして出力され、前記内部データ配線の前記表示データは
、デコード回路に供給され、前記デコード回路に供給された前記表示データに従い階調電
圧を選択し、前記選択された階調電圧を映像信号線に出力されるとともに、前記内部デー
タ配線の前記表示データは、前記データ反転信号に基づき、反転させたり或いは反転させ
なかったりして、前記透明絶縁基板上に設けられた配線を経由して次段の駆動回路に出力
される、或いは、前記入力されたデータは、前記駆動回路内部の内部データ配線に供給さ
れ、前記内部データ配線の前記入力されたデータは、前記入力されたデータ反転信号に基
づき、反転させたり或いは反転させなかったりしてデコード回路に供給され、前記デコー
ド回路に供給された前記表示データに従い階調電圧を選択し、前記選択された階調電圧を
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映像信号線に出力され、前記内部データ配線の前記入力されたデータと、前記入力された
データ反転信号とは、前記透明絶縁基板上に設けられた配線を経由して次段の駆動回路に
出力されることにより、消費電力を低減したデータの転送を実現する。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００１３】
なお、実施の形態を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付
け、その繰り返しの説明は省略する。
【００１４】
図１は、本発明の実施の形態の液晶表示装置の概略構成を示すブロック図である。
【００１５】
１は液晶表示パネル、２は表示部である。表示部２に表示データに従い像が表示される。
【００１６】
３はコントローラである。コントローラ３には外部（コンピュータ等）から表示データ、
制御信号等が入力する。コントローラ３は外部から表示データ、制御信号等を受け、液晶
表示パネル１に表示データ、各種クロック信号、各種制御信号とを供給する。４は電源回
路である。電源回路４は液晶表示パネル１を駆動するための各種の駆動電圧を発生する。
【００１７】
コントローラ３にはデータバスライン５が接続している。コントローラ３はデータバスラ
イン５に表示データを出力する。またコントローラ３は、外部から入力した制御信号を変
換し液晶表示パネル１を制御する信号を出力する。コントローラ３が出力する制御信号と
しては、ソースドライバ６が表示データを取り込むためのクロック信号、ソースドライバ
６から液晶表示パネルへの出力を切り替えるためのクロック信号、ゲートドライバ７を駆
動するフレーム開始指示信号と順次走査信号を出力するためのゲートクロック信号などの
タイミング信号がある。
【００１８】
また、電源回路４は正極階調電圧と負極階調電圧、対向電極電圧、走査信号電圧等を発生
させ出力する。
【００１９】
コントローラ３が出力した表示データは、データバスライン５を介してソースドライバ６
に転送される（以下、伝送されるとも言う）。表示データはデジタルデータであり、転送
するデータ量に応じてデータバスライン５の本数が定められる。例えば６ビットのデータ
の場合ではデータバスラインは６本となる。なお、液晶表示パネル１は、カラー表示を行
うために、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の画素を有しており、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青
（Ｂ）の各表示データが１組として転送される。そのため、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ
）の各表示データを１組として転送する場合には、合計１８本のデータバスラインが用い
られる。
【００２０】
コントローラ３はデータバスライン５に単位時間に１画素分のデータを出力する。またデ
ータバスライン５上に順番に表示データを出力する。ソースドライバ６は順番に出力され
る表示データの中から表示すべきデータを取り込む。ソースドライバ６が表示データを取
り込むタイミングはクロック信号に従う。なお、コントローラ３からデータバスライン５
に表示データを出力しソースドライバにデータを取り込む方法については後述する。
【００２１】
表示部２の周辺に沿って、横方向（Ｘ方向）にソースドライバ６（駆動回路）が配置され
る。このソースドライバ６の出力端子は液晶表示パネル１の映像信号線８に接続している
。映像信号線８は図中Ｙ方向に延在し、薄膜トランジスタ１０のドレイン電極に接続して
いる。また、映像信号線８は図中Ｘ方向に複数本並列に配置されている。ソースドライバ
６は、データバスライン５から表示データを取り込み、表示データに従い階調電圧を映像
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信号線８に出力する。映像信号線８により液晶を駆動するための電圧（階調電圧）が薄膜
トランジスタ１０に供給される。
【００２２】
なお、ソース、ドレインの呼び方は、バイアスの関係で逆になることもあるが、ここでは
、映像信号線８に接続される方をドレインと称する。
【００２３】
表示部２周辺に沿って縦方向には、ゲートドライバ（走査回路）７が配置される。ゲート
ドライバ７の出力端子は液晶表示パネル１の走査信号線９に接続している。走査信号線９
は図中Ｘ方向に延在し、薄膜トランジスタ１０のゲート電極に接続している。また、走査
信号線９は図中Ｙ方向に複数本並列に配置される。ゲートドライバ７はコントローラ３か
ら送られてくるフレーム開始指示信号およびシフトクロックに基づき、１水平走査期間毎
に、順次、走査信号線９にハイレベルの走査電圧を供給する。薄膜トランジスタ１０はゲ
ート電極に印加された走査電圧によりオンとオフが制御される。
【００２４】
液晶表示パネル１の表示部２は、マトリクス状に配置される画素部１１を有している。た
だし、図１では図を簡略化するため１つの画素部１１だけを示している。各画素部１１は
、薄膜トランジスタ１０と画素電極を有している。各画素部１１は隣接する２本の映像信
号線８と、隣接する２本の走査信号線９との交差領域（４本の信号線で囲まれた領域）に
配置される。
【００２５】
前述したように、走査信号線９にはゲートドライバ７から走査信号が出力している。この
走査信号により薄膜トランジスタ１０がオン・オフする。映像信号線８には階調電圧が供
給されており、薄膜トランジスタ１０がオンになると、映像信号線８から画素電極に階調
電圧が供給される。画素電極に対向するように対向電極（コモン電極）が配置されており
、画素電極と対向電極との間には液晶層（図示せず）が設けられている。なお、図１に示
す回路図上では画素電極と対向電極との間は等価的に液晶容量が接続されているように表
示した。
【００２６】
画素電極と対向電極との間に電圧を印加することにより液晶層の配向が変化する。液晶表
示パネルでは液晶層の配向の変化により光の透過率が変化することを利用し表示が行われ
る。液晶表示パネル１が表示する画像は画素により構成される。画像を構成する各画素の
階調は、画素電極に供給される電圧に従う。ソースドライバ６は表示する階調を表示デー
タで受け対応する階調電圧を出力する。そのため、液晶表示パネル１が表示する階調数の
増加に従い、表示データのデータ量やデータバスライン５の本数も増加する。
【００２７】
直流電圧を液晶に長時間印加すると液晶が劣化することが知られている。液晶の劣化を防
止するため液晶層に印加する電圧の極性を周期的に反転させる交流化駆動が行われている
。交流化駆動では対向電極に対して、画素電極に正極性、負極性の信号電圧が印加される
。そのため、電源回路４は正極階調電圧生成回路と負極階調電圧生成回路を有している。
ソースドライバ６は交流化信号により、同じ表示データであっても正極性、負極性の階調
電圧を選択する。
【００２８】
図２に、ソースドライバ６内部の概略ブロック図を示す。コントローラ３から出力した表
示データはデータバスライン５を経て入力ラッチ回路２０に入力する。入力ラッチ回路２
０には内部データバスライン２１が接続されている。入力ラッチ回路２０ではクロックコ
ントローラ２３が出力するクロック信号に表示データを同期させて、該同期化した表示デ
ータを内部データバスラインに出力している。シフトレジスタ回路２２にもクロックコン
トローラ２３からクロック信号が入力しており、クロック信号に従って順次にタイミング
信号が出力している。
【００２９】
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データを取り込む。全てのデータラッチ回路２４に表示データが取り込まれた状態で、デ
ータラッチ回路２４の表示データがラインラッチ回路２５に取り込まれる。ラインラッチ
回路２５はデコーダ回路２６に表示データを出力し、デコーダ回路２６では表示データに
従った階調電圧が選択され出力アンプ回路２７に入力する。さらに出力アンプ回路２７で
は階調電圧を電流増幅し液晶表示パネル１に出力する。階調電圧は階調電圧線１５により
デコーダ回路２６に供給されている。なお、図２では各回路への電源電圧を供給する配線
については省略したが、各々の回路には必要な電圧が供給されている。
【００３０】
コントローラ３から出力した表示データは、データバスライン５を経てソースドライバ６
に入力するが、データバスライン５の本数が増加した場合には、データバスライン５で消
費される電力も無視できなくなる。すなわち、データバスライン５は容量成分と抵抗成分
を有しており、データの値が変化した場合に、配線負荷への充放電が生じ電力が消費され
る。
【００３１】
データバスライン５での電力消費を抑えるため、表示データの値をなるべく変化させずに
、表示データを転送する方法が考えられている。２８はデータ反転信号線である。データ
反転信号線２８は入力ラッチ回路２０に接続されている。データ反転信号は入力ラッチ回
路に入力した表示データの値を反転して出力するか、反転せずに出力するかを制御する。
表示データはデジタル信号なので、データバスライン５上の信号の値は１（ハイレベル）
か０（ロウレベル）である。すなわち、データ反転信号により表示データの値を反転する
とは、入力ラッチ回路２０に入力した表示データの値が１の場合に０を出力し、入力が０
の場合は１を出力することである。
【００３２】
表１に、データ反転信号が１の時に表示データを反転するとした場合におけるデータバス
ライン上の表示データの値とデータ反転信号との関係を示す。表１に示すように、表示デ
ータとデータ反転信号との演算は、排他的論理和となる。
【００３３】
以下データ反転信号を用いる方法について説明する。まず、最も効果的な場合として、デ
ータバスライン５上の第１の表示データが（００００００）で、第２の表示データが（１
１１１１１）の場合を考える。データ反転信号を用いないと、第１の表示データとしてデ
ータバスラインに（００００００）の値を出力している状態で、次の表示データとして第
２の表示データ（１１１１１１）がコントローラ３から出力する。この場合、データバス
ライン上の全ての値が０から１に変化する。
【００３４】
対してデータ反転信号を用いる場合は、第２の表示データとしてコントローラ３からはデ
ータバスライン５上に（００００００）を出力する。この場合、データバスライン上の値
は０のままで状態の変化はない。データ反転信号により入力ラッチ回路２０において表示
データの値を反転させると、入力ラッチ回路２０からは第２の表示データ（１１１１１１
）が出力する。このように、データ反転信号を用いることで、データバスライン５上の表
示データの値をなるべく変化させることなく表示データを転送することができる。
【００３５】
【表１】
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【００３６】
続いて消費電力について表示データが（００００００）で、次の表示データが（１１１１
１１）の場合を用いて説明する。データバスライン５上の表示データが（００００００）
から（１１１１１１）に変化すると、６本のデータバスラインの値が０から１に変化する
。このため、６本のデータバスライン全てをハイレベルに充電しなくてはならない。対し
てデータバスラインの表示データは（００００００）のままで、データ反転信号を用いて
入力ラッチ回路２０の出力を（１１１１１１）とすると、データバスライン５の表示デー
タは変化しないので、データバスライン５の充放電は行われない。このため、データバス
ライン５を充放電する電力を減少させることができる。ただし、この場合は６本の内部デ
ータバスラインの２１値は（００００００）から（１１１１１１）に変化するため、内部
データバスライン２１の充放電には考慮されていない。
【００３７】
別の例として、表示データが（０１０１０１）であり、次の表示データが（１１１０００
）となる場合について説明する。この場合、状態が変化するデータバスライン５の本数は
４本となり、状態が変化するデータバスライン５の本数は、状態が変化しない本数よりも
多い。そのため、この場合はコントローラ３からデータバスライン５に（０００１１１）
を出力し、データ反転信号を用いて入力ラッチ回路２０から（１１１０００）を出力する
ようにする。データバスライン５上では、表示データが（０１０１０１）から（０００１
１１）に変化しており、状態が変化するデータバスライン５の本数は２本となる。状態が
変化するデータバスラインの本数は４本から２本と半分になっており、低消費電力化が実
現できる。
【００３８】
前述した例に示すように、データバスライン５において状態が変化する配線の本数が、全
データバスラインの半数以上であれば、コントローラ３からはデータバスライン５に表示
データの各ビット値を反転した信号を出力し、データバスライン５から入力ラッチ回路２
０に入力する信号をデータ反転信号により反転して出力した方が低消費電力となる。
【００３９】
対してデータバスライン５において状態が変化する本数が、全データバスラインの半数以
下の場合では、コントローラ３からはデータバスライン５に表示データを出力し、入力ラ
ッチ回路２０からも、データバスライン５から入力した信号を出力する。
【００４０】
次に図３に、ソースドライバ６内の配線を用いて表示データを転送する場合の概略ブロッ
ク図を示す。まず、コントローラ３からソースドライバ６までデータバスライン５が配線
されている。ソースドライバ６は入力端子１３を有しており、入力端子１３とデータバス
ライン５とが接続される。表示データは入力端子１３からソースドライバ６に入力する。
隣合うソースドライバの間にもデータバスライン５が配線されている。ソースドライバに
は出力端子１４が設けられており、出力端子１４とデータバスラインが接続され出力端子
１４から次段のソースドライバに表示データが出力する。入力端子１３と出力端子１４と
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の間のソースドライバ６内部に配線が設けられており、表示データは内部の配線を転送さ
れる。
【００４１】
電源回路４から出力される正極階調電圧や負極階調電圧はフレキシブル回路基板１２で供
給される。なお、図示していないが、各種クロック信号、交流化駆動信号、データ反転信
号は表示データと同様にソースドライバ内の配線で転送される。
【００４２】
図４にソースドライバ６内の配線を用いて表示データを転送する方式に対応したソースド
ライバ６の概略ブロック図を示す。データバスライン５は入力ラッチ回路２０に接続され
ており、表示データは入力ラッチ回路２０に入力する。入力ラッチ回路２０では表示デー
タとクロックコントローラ２３から出力するクロック信号との間で同期がとられる。また
、入力ラッチ回路２０では消費電力が減少するように表示データとデータ反転信号との間
で反転演算が行われる。
【００４３】
入力ラッチ回路２０には内部データバスラインが接続され、入力ラッチ回路２０から表示
データが内部データバスライン２１に出力する。内部データバスライン２１はデータラッ
チ回路２４に接続され表示データがデータラッチ回路２４に転送される。また、内部デー
タバスライン２１はソースドライバ６内を配線され出力ラッチ回路３０に接続される。さ
らに、出力ラッチ回路３０から出力した表示データは次段のソースドライバ６へ転送され
る。ただし前述したように、入力ラッチ回路２０では表示データとデータ反転信号との間
で演算が行われているので、出力端子から出力する表示データはデータ反転信号との間で
逆演算を行い元の状態に戻して次段のソースドライバ６に転送される。
【００４４】
図４に示す回路では、データ反転信号で消費電力を減少することができるのは、ソースド
ライバ６外のデータバスライン５にとどまっており、内部データバスライン２１の消費電
力を減少させることについては考慮されていない。ただし、データバスライン５を液晶表
示パネル１上に形成するためには、配線にクロム等の抵抗値が高い導体が用いられる場合
が多い。そのため、データバスラインの配線負荷が内部データバスラインの配線負荷に比
較して高い場合には、データ反転信号を用い、ソースドライバ間のデータバスライン５で
の消費電力を減少させることが、低消費電力化に有効である。
【００４５】
図５に転送用データバスライン３３を設けたソースドライバ６の概略ブロック図を示す。
入力ラッチ回路２０からは内部データバスライン２１に平行して転送用データバスライン
３３が配線されている。内部データバスライン２１はデータラッチ回路２４に接続され、
データラッチ回路２４に表示データを転送している。転送用データバスライン３３はソー
スドライバ内部を配線され出力ラッチ回路３０に接続され、次段のソースドライバ６に表
示データを転送する。入力ラッチ回路２０ではデータ反転信号と表示データとの間で演算
が行われ、出力ラッチ回路３０ではデータ反転信号と表示データとの間で逆演算が行われ
る。
【００４６】
内部データバスライン２１にはスタンバイ回路３１が設けられている。スタンバイ回路３
１はデータラッチ回路２４が内部データバスライン２１から表示データを取込まない場合
に、内部データバスライン２１の値が変化しないようにしている。スタンバイ回路３１を
設けると、複数のソースドライバ６のうちで、内部データバスライン２１の充放電が生じ
ているものは、データラッチ回路２４に表示データが取り込まれている一つのソースドラ
イバのみとなるため低消費電力化が可能となる。
【００４７】
また、内部データバスライン２１はデータラッチ回路２４に接続されているため、転送用
データバスライン３３に比べて配線負荷が大きい。図５に示す回路では、次段のソースド
ライバ６への表示データの転送を配線負荷の小さな転送用データバスライン３３で行って
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おり低消費電力化が図られている。
【００４８】
次に図６に、データバスラインを入力ラッチ回路２０の前で分離したソースドライバ６の
概略ブロック図を示す。入力ラッチ回路２０（１）ではデータ反転信号と表示データとの
間で演算が行われている。対して入力ラッチ回路２０（２）では入力ラッチ回路２０では
データ反転信号と表示データとの間での演算が行われない。そのため、転送用データバス
ライン３３により転送される表示データはデータ反転信号によって演算されておらず、転
送用データバスライン３３での低消費電力化も可能となっている。また、出力ラッチ回路
３０での逆演算の必要もない。出力ラッチ回路３０では表示データとデータ反転信号との
位相を合わせるため、クロック信号を用いて表示データとデータ反転信号とを同期化して
いる。
【００４９】
図６の回路にも内部データバスライン２１にはスタンバイ回路３１が設けられている。ス
タンバイ回路３１を設けることで、内部データバスライン２１での充放電を減少させるこ
とができ、より低消費電力化が可能となっている。
【００５０】
次に図７に、データバスラインを入力ラッチ回路２０に入力し、入力ラッチ回路２０から
は、内部データバスライン２１と転送用データバスライン３３とが出力するソースドライ
バ６の概略ブロック図を示す。入力ラッチ回路２０に接続された内部データバスラインに
はデータ反転信号との間で演算が行われた表示データが出力している。対して転送用デー
タバスラインにはデータ反転信号との間での演算が行われていない表示データが出力して
いる。そのため、転送用データバスライン３３により転送される表示データはデータ反転
信号によって演算されておらず、転送用データバスライン３３での低消費電力化も可能と
なっている。また、出力ラッチ回路３０での逆演算の必要もない。出力ラッチ回路３０で
は表示データとデータ反転信号との位相を合わせるため、クロック信号を用いて表示デー
タとデータ反転信号とを同期化している。
【００５１】
図７の回路にも内部データバスライン２１にはスタンバイ回路３１が設けられている。ス
タンバイ回路３１を設けることで、内部データバスライン２１での充放電を減少させるこ
とができ、より低消費電力化が可能となっている。
【００５２】
次に図８に入力ラッチ回路２０とデータラッチ回路２４の間でデータ反転演算を行うソー
スドライバ６の概略ブロック図を示す。データ反転演算を入力ラッチ回路２０で行わず、
データラッチ回路２４に入力する前で反転演算を行っている。図８に示す回路では、スタ
ンバイ回路３１でデータ反転演算を行うようにしている。図８の回路では、転送用データ
バスライン３３はデータ反転演算されていないので、転送用データバスライン３３の状態
変化を少なくすることができる。また、出力ラッチ回路３０での逆演算の必要もない。
【００５３】
次に図９に同じく入力ラッチ回路２０とデータラッチ回路２４の間でデータ反転演算を行
うソースドライバ６の概略ブロック図を示す。データ反転演算を入力ラッチ回路２０で行
わず、データラッチ回路２４に入力する前で行っている。図９に示すように、データ反転
演算回路３２が内部データバスライン２１とデータラッチ回路２４との間に設けられ、こ
のデータ反転演算回路３２でデータ反転演算を行う。データ反転演算は前述したように、
排他的論理和であるため、データ反転演算回路３２には従来からある排他的論理和回路を
用いることができる。図９では図を簡明にするため１本の表示データついてのみ排他的論
理和回路３４を示した。
【００５４】
図９に示す回路では、内部データバスライン２１を分離し、転送用データバスライン３３
を設ける必要がない。そのためデータバスライン数の増大を抑えることにより低消費電力
化が実現できる。また入力ラッチ回路２０後の内部データバスライン２１はデータ反転演
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算されていないので、内部データバスライン２１の状態変化を少なくすることができる。
さらに、データ反転演算回路３２以後は配線の負荷はデータバスラインと比較すると小さ
いため、充放電による消費電力を極力抑えることができる。
【００５５】
次に図１０にデータラッチ回路２４にデータ反転信号を入力したソースドライバ６の概略
ブロック図を示す。データラッチ回路２４にデータ反転信号を入力することで、データ反
転信号による演算をデータラッチ回路２４以降で行うことが可能となる。
【００５６】
図１０に示す回路では、入力ラッチ回路部２０で表示データ信号とデータ反転信号との演
算は行わない。入力ラッチ回路部２０では表示データ信号をクロック信号で同期化するの
みとし、内部データバスライン２１に入力した表示データを反転演算せずに出力する。内
部データバスライン２１は，データラッチ回路２４にデータを送るために分岐している。
また、内部データバスライン２１はソースドライバ６内を配線され出力ラッチ回路３０に
接続されている。出力ラッチ回路３０において表示データはクロック信号と同期化され、
次段ソースドライバに転送される。一方、データ反転信号も表示データと同様にデータラ
ッチ回路２４に入力する。表示データ信号とデータ反転信号との演算はデータラッチ回路
２４から出力以後に行われる。表示データとデータ反転信号がデータラッチ回路２４から
出力してデータ反転演算回路３２に入力しており、データ反転演算がデータ反転演算回路
３２で行われる。さらに、データ反転演算後の表示データがラインラッチ回路２５に入力
する。
【００５７】
図１０に示す回路では、内部データバスライン２１を分離し、転送用データバスライン３
３を設ける必要がない。また入力ラッチ回路２０後の内部データバスライン２１はデータ
反転演算されていないので、内部データバスライン２１の状態変化を少なくすることがで
きる。そのため、データバスライン数の増大を抑えることによる低消費電力化と併せて、
内部データバスライン２１の状態変化による消費電力を減少することができる。
【００５８】
なお、データ反転演算回路３２以後の配線については、状態の変化を抑えることができな
いが、データ反転演算回路３２後は配線の負荷がデータバスラインと比較すると小さいた
め、充放電による消費電力を極力抑えることができる。さらに、図９、図１０に示す回路
では、内部データバスライン２１が次段のソースドライバに表示データを転送する転送デ
ータバスラインの役割も兼ねているため、内部データバスライン２１にスタンバイ回路を
設けることができない。そのため、図９、図１０に示す回路は、スタンバイ回路によって
低消費電力化が図れない場合には特に有効である。
【００５９】
また，本方式では出力ラッチ回路３０を設け、クロック信号で表示データ信号とデータ反
転信号の同期化を行っているが、出力ラッチ回路３０を用いなくても、次段ドライバの入
力ラッチ回路で同様な同期化を行うことも可能である。
【００６０】
次に図１１にデータバスライン５がソースドライバ６の外部に形成される液晶表示装置に
おいて、内部データバスライン２１とデータラッチ回路２４の間でデータ反転演算を行う
ソースドライバ６の概略ブロック図を示す。図１１の回路では、データ反転演算を入力ラ
ッチ回路２０で行わず、データラッチ回路２４に入力する前で反転演算を行っている。
【００６１】
図１１に示す回路では、内部データバスライン２１から分離した配線でデータ反転演算を
行っているため、内部データバスライン２１の状態変化を少なくすることができる。さら
に、データラッチ回路２４以後は配線の負荷は内部データバスライン２１と比較すると小
さいため、充放電による消費電力を極力抑えることができる。また、内部データバスライ
ン２１にはスタンバイ回路３１が設けられており、クロックコントローラ２３等からの制
御信号により、ソースドライバ６が表示データを取り込まない場合に内部データバスライ
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ンの値を変化させないようにして、低消費電力化を図っている。
【００６２】
次に図１２にデータバスライン５がソースドライバ６の外部に形成される液晶表示装置に
おいて、データラッチ回路２４の後でデータ反転演算を行うソースドライバ６の概略ブロ
ック図を示す。図１２の回路では、データ反転演算を入力ラッチ回路２０で行わず、ライ
ンラッチ回路２５に入力する前で反転演算を行っている。
【００６３】
図１２に示す回路では、データラッチ回路２４以後の配線との間でデータ反転演算を行っ
ているため、内部データバスライン２１の状態変化を少なくすることができる。さらに、
データラッチ回路２４以後は配線の負荷は内部データバスライン２１と比較すると小さい
ため、充放電による消費電力を極力抑えることができる。また、内部データバスライン２
１にはスタンバイ回路３１が設けられており、クロックコントローラ２３等からの制御信
号により、ソースドライバ６が表示データを取り込まない場合に内部データバスラインの
値を変化させないようにして、低消費電力化を図っている。
【００６４】
【発明の効果】
スタンバイ機能を有する回路の追加により、データを取り込もうとするソースドライバ以
外のドライバの機能を停止させることにより、ドライバ内部のデータバスラインの状態変
化を少なくし、低消費電力を実現する。
【００６５】
入力ラッチ回路でのデータ反転演算前で内部データバスラインと転送用データバスライン
とを分離し、データ反転演算機能により次段ソースドライバへのデータ転送による消費電
力を低減する。
【００６６】
ソースドライバ内部のデータバスラインは内部回路用と次段ソースドライバへの転送用と
を共有化するが、入力ラッチ回路部でデータ反転演算を行わず、内部のデータラッチ回路
あるいはラインラッチ回路の手前でデータ信号とデータ反転信号とをデータ反転演算させ
ることによりデータバスライン数を増大させることなく、データ反転機能を有効にさせ，
データバスラインによる消費電力を低減する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態である液晶表示装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態である液晶表示装置のソースドライバの概略ブロック図であ
る。
【図３】本発明の実施の形態である液晶表示装置の概略構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施の形態である液晶表示装置のソースドライバの概略ブロック図であ
る。
【図５】本発明の実施の形態である液晶表示装置のソースドライバの概略ブロック図であ
る。
【図６】本発明の実施の形態である液晶表示装置のソースドライバの概略ブロック図であ
る。
【図７】本発明の実施の形態である液晶表示装置のソースドライバの概略ブロック図であ
る。
【図８】本発明の実施の形態である液晶表示装置のソースドライバの概略ブロック図であ
る。
【図９】本発明の実施の形態である液晶表示装置のソースドライバの概略ブロック図であ
る。
【図１０】本発明の実施の形態である液晶表示装置のソースドライバの概略ブロック図で
ある。
【図１１】本発明の実施の形態である液晶表示装置のソースドライバの概略ブロック図で
ある。
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【図１２】本発明の実施の形態である液晶表示装置のソースドライバの概略ブロック図で
ある。
【符号の説明】
１…液晶表示パネル、２…表示部、３…コントローラ、４…電源回路、５…データバスラ
イン、６…ソースドライバ、７…ゲートドライバ、８…映像信号線、９…ゲート信号線、
１０…薄膜トランジスタ、１１…画素部、１２…ＦＰＣ、１３…入力端子、１４…出力端
子、１５…階調電圧線、２０…入力ラッチ回路、２１…内部データバスライン、２２…シ
フトレジスタ、２３…クロックコントローラ、２４…データラッチ回路、２５…ラインラ
ッチ回路、２６…デコーダ回路、２７…出力アンプ回路、２８…データ反転信号線、３０
…出力ラッチ回路、３１…スタンバイ回路、３２…データ反転演算回路、３３…転送用デ
ータバスライン、３４…排他的論理和回路。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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